
総社市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

令和７年３月３１日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市規則第１６号 

 

総社市契約規則の一部を改正する規則 

 

総社市契約規則（平成１７年総社市規則第４５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下本則において「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（以下本則にお

いて「改正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には，当該改

正部分を削る。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」

という。）第１７３条の６の規定に基づき，法令，条例又は他の規則に特

別の定めがあるもののほか，契約に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（前金払） 

第２６条 略 

２ 前項の規定にかかわらず，契約金額が１件３００万円以上であって公共

工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５条

の規定に基づき登録を受けた保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）

の保証契約に係る公共工事については，契約金額の１０分の３以内の前金

払をすることができる。 

 

 

３～６ 略 

 

別表（第１４条関係） 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」

という。）第１７３条の２の規定に基づき，法令，条例又は他の規則に特

別の定めがあるもののほか，契約に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（前金払） 

第２６条 略 

２ 前項の規定にかかわらず，契約金額が１件３００万円以上であって公共

工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第５条

の規定に基づき登録を受けた保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）

の保証契約に係る公共工事については，契約金額の１０分の３以内で１,

０００万円を限度として前金払をすることができる。ただし，市長が当該

工事の性質上特に必要があると認めた場合は，前金払の限度額を引き上げ

ることができる。 

３～６ 略 

 

別表（第１４条関係） 



改 正 後 改 正 前 

1 工事又は製造の請負 200万円 

2 財産の買入れ 150万円 

3 物件の借入れ 80万円 

4 財産の売払い 50万円 

5 物件の貸付け 30万円 

6 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円 
 

1 工事又は製造の請負 130万円 

2 財産の買入れ 80万円 

3 物件の借入れ 40万円 

4 財産の売払い 30万円 

5 物件の貸付け 30万円 

6 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円 

  

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は，令和７年４月１日から施行する。 

 （総社市長の権限に属する事務の一部を総社市教育委員会に委任する規則の一部改正） 

２ 総社市長の権限に属する事務の一部を総社市教育委員会に委任する規則（平成１７年総社市規則第４９号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。 

改   正   後 改   正   前 

 

（委任事務） 

第２条 市長は，次に掲げる事務を教育委員会に委任する。ただし，第５号

から第９号までについては，当該事務に係る条例その他議会の議決を経る

べき事件に係る議案の作成及び規則の制定に関することを除く。 

(１) 教育委員会の所掌に属する事務（教育委員会に委任された事務を含

む。以下同じ。）に係る歳出予算の執行に関すること。ただし，次に掲げ

るものは，除く。 

  ア及びイ 略 

  ウ 財産の取得等に係る建設費及び予定価格が２００万円を超える工

事に係る経費 

(２)～(９) 略 

 

 

（委任事務） 

第２条 市長は，次に掲げる事務を教育委員会に委任する。ただし，第５号

から第９号までについては，当該事務に係る条例その他議会の議決を経る

べき事件に係る議案の作成及び規則の制定に関することを除く。 

(１) 教育委員会の所掌に属する事務（教育委員会に委任された事務を含

む。以下同じ。）に係る歳出予算の執行に関すること。ただし，次に掲げ

るものは，除く。 

  ア及びイ 略 

  ウ 財産の取得等に係る建設費及び予定価格が１３０万円を超える工

事に係る経費 

(２)～(９) 略 

 

 


